
14Taku City Public Relations MagazineTaku City Public Relations Magazine  20242024..1111

お
知
ら
せ

○�

令
和
６
年
１１
月
分
か
ら
第
３
子
以
降
の
支
給
額
が
変
更
さ
れ
ま

す
。

　

現　

行
（
全
部
支
給
）　
　

６
，４
５
０
円

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

��

➡

　

改
正
後
（
全
部
支
給
）　

１
０
，７
５
０
円

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

※
第
２
子
加
算
額
と
同
額

○
受
給
資
格
者
本
人
の
所
得
制
限
限
度
額
も
変
更
さ
れ
ま
す

扶養親族
などの数
（人）

全部支給
（所得／単位：円）

一部支給
（所得／単位：円）

現　行 改正後 現　行 改正後

０ ���4９０,０００ ���６９０,０００ １,９2０,０００ 2,０８０,０００

１ ���８7０,０００ １,０7０,０００ 2,3００,０００ 2,4６０,０００

2 １,25０,０００ １,45０,０００ 2,６８０,０００ 2,８4０,０００

3 １,６3０,０００ １,８3０,０００ 3,０６０,０００ 3,22０,０００

4 2,０１０,０００ 2,2１０,０００ 3,44０,０００ 3,６００,０００

5 2,3９０,０００ 2,5９０,０００ 3,８2０,０００ 3,９８０,０００
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ご存じですか？国民年金付加保険料
問 佐賀年金事務所　☎0952−31−4191 ／ 市民課 保険年金係　☎0952−75−2159

将来の国民年金受給額を増やせます
　国民年金第 １号被保険者および任意加入被保険者は、定額保険料に付加保険料（4００円）を上乗せして納める
ことで、受給する年金額を増やすことができます。

■保険料（月額）　※令和 ６年度の場合
　定額保険料１６,９８０円　＋　付加保険料4００円
　◇納めることができる人
　　国民年金第 １号被保険者
　　任意加入被保険者（６5歳以上の人を除く）
　◇申し込み先　
　　佐賀年金事務所または市民課保険年金係
　　マイナポータルからも申し込みができます。

■付加年金額　
　�　付加年金額（年額）は「2００円×付加保険料納付月
数」で計算し、 2年以上受け取ると支払った付加保
険料以上の年金が受け取れます。例えば2０歳から６０
歳までの4０年間付加保険料を納めていた場合の年金
額は次のとおりです。

200円×4８0月（40年）=９６,000円（年額）が
付加年金額として老齢基礎年金に上乗せされ
ます。なお、付加年金は定額のため、増額・
減額はありません。

＜次の点にご注意ください＞
　※�付加保険料の納付は、申し込みの月分からとなり

ます
　※毎月の付加保険料の納期限は、翌月末日です
　※�納期限を経過した場合でも、期限から 2 年間は付

加保険料を納めることができます
　※�国民年金基金に加入している人は、付加保険料を

納めることはできません


